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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筐体と、
　前記筐体内に配置された分光器と、
　前記筐体内に配置され、前記分光器によって分光された光を受光する光検出器と、
　前記光検出器による検出結果を出力する処理部とを備え、
　前記光検出器は、前記分光器からの光の入射面より広い範囲の検出面を有しており、
　前記処理部は、
　　前記分光器からの光の入射面に対応する第１検出領域で検出された測定スペクトルと
、前記分光器からの光の入射面とは異なる第２検出領域で検出された信号強度とを取得し
、
　　前記光検出器のノイズ特性を示す、予め用意されたパターンを、前記信号強度に基づ
いて補正することで第１補正スペクトルを算出し、
　　前記測定スペクトルの各成分値から前記信号強度に基づいて算出した補正値を減じる
ことで第２補正スペクトルを算出し、
　　前記第２補正スペクトルの各成分値から前記第１補正スペクトルの対応する成分値を
減じることで、測定結果である出力スペクトルを算出する、光学特性測定装置。
【請求項２】
　前記処理部は、
　　前記光検出器に設定可能な複数の露光時間にそれぞれ対応付けて複数のパターンを記
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憶しており、
　　前記第１補正スペクトルを算出する際には、前記光検出器に設定されている露光時間
に対応する１つのパターンを選択する、請求項１に記載の光学特性測定装置。
【請求項３】
　筐体内に配置された、分光器と、前記分光器によって分光された光を受光する光検出器
とを含む測定装置を用意するステップを備え、前記光検出器は、前記分光器からの光の入
射面より広い範囲の検出面を有しており、
　前記分光器からの光の入射面に対応する第１検出領域で検出された測定スペクトルと、
前記分光器からの光の入射面とは異なる第２検出領域で検出された信号強度とを取得する
ステップと、
　前記光検出器のノイズ特性を示す、予め用意されたパターンを、前記信号強度に基づい
て補正することで第１補正スペクトルを算出するステップと、
　前記測定スペクトルの各成分値から前記信号強度に基づいて算出した補正値を減じるこ
とで第２補正スペクトルを算出するステップと、
　前記第２補正スペクトルの各成分値から前記第１補正スペクトルの対応する成分値を減
じることで、測定結果である出力スペクトルを算出するステップとを備える、光学特性測
定方法。
【請求項４】
　前記測定装置は、前記光検出器に設定可能な複数の露光時間にそれぞれ対応付けて複数
のパターンを記憶しており、
　前記第１補正スペクトルを算出するステップは、前記光検出器に設定されている露光時
間に対応する１つのパターンを選択するステップを含む、請求項３に記載の光学特性測定
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、光学特性測定装置および光学特性測定方法に関し、特にスペクトルを高精
度に測定するための技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、発光体などの評価を行なうための技術として、分光計測が広く用いられてい
る。このような分光計測に用いられる光学特性測定装置では、一般的に、測定対象の発光
体などからの測定光を分光器（典型的には、回折格子）を用いて成分波長に分光し、分光
された各成分波長を光検出器で検出する。測定光以外の影響を極力低減するために、これ
らの分光器や光検出器は、筐体内に収納される。
【０００３】
　しかしながら、現実的には、光検出器による検出結果は、筐体内部の乱反射した光、分
光器表面で拡散反射した光、および測定次数以外の次数をもつ光などの影響を受け得る。
一般的に、これらの光は「迷光」と称される。このような意図しない迷光による影響を抑
制するために、各種の方法が提案されている。
【０００４】
　たとえば、特開平１１－０３０５５２号公報（特許文献１）には、分光光度計の分散光
学系から導かれた光を多数の受光素子を有する受光器によって測定する場合に生じる迷光
の影響を、当該分光光度計の測定定数として正確に見積り、その影響を除去する迷光補正
方法が開示されている。
【０００５】
　また、特開２００２－００５７４１号公報（特許文献２）には、スペクトル測定装置内
部に発生する迷光や、検出素子の表面の反射や回折により生ずる不要な光の影響を、検出
信号の処理により取り除き、精度のよいスペクトル強度信号を得ることのできる、スペク
トル測定装置が開示されている。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平１１－０３０５５２号公報
【特許文献２】特開２００２－００５７４１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特開平１１－０３０５５２号公報（特許文献１）に開示された迷光補正
方法では、各受光素子で測定した受光信号強度と、当該波長に対応する受光素子によって
測定した受光信号強度との比を、検出器を構成する受光素子の数だけ算出する必要がある
。そのため、相対的に多くの時間を要するといった課題がある。
【０００８】
　また、特開２００２－００５７４１号公報（特許文献２）に記載のスペクトル測定装置
は、その補正処理の具体的な内容を開示するものではない。
【０００９】
　この発明はこのような課題を解決するためになされたものであり、その目的は、より短
時間かつ高精度にスペクトルを測定可能な光学特性測定装置および光学特性測定方法を提
供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　この発明のある局面に従う光学特性測定装置は、筐体と、筐体内に配置された分光器と
、筐体の外部から分光器へ入射する光を遮断する遮断部と、筐体内に配置され、分光器に
よって分光された光を受光する光検出器と、光検出器による検出結果を出力する処理部と
を含む。光検出器は、分光器からの光の入射面より広い範囲の検出面を有している。処理
部は、筐体に入射する光を遮断した後、分光器からの光の入射面に対応する第１検出領域
で検出された第１スペクトルと、分光器からの光の入射面とは異なる第２検出領域で検出
された第１信号強度とを取得し、第１スペクトルの各成分値から第１信号強度に基づいて
算出した第１補正値を減じることで第１補正スペクトルを算出し、遮断部を開放した状態
において、第１検出領域で検出された第２スペクトルと、第２検出領域で検出された第２
信号強度とを取得し、第２スペクトルの各成分値から第２信号強度に基づいて算出した第
２補正値を減じることで第２補正スペクトルを算出し、第２補正スペクトルの各成分値か
ら第１補正スペクトルの対応する成分値を減じることで、測定結果である出力スペクトル
を算出する。
【００１１】
　好ましくは、筐体に取込まれた光が分光器に入射する光路上に配置され、所定波長より
短い波長の光を遮断するためのカットフィルタをさらに含む。
【００１２】
　さらに好ましくは、第２検出領域は、第１検出領域に引き続く短波長側に設けられる。
　好ましくは、第２検出領域は、複数の検出素子を含む。第１補正値は、複数の検出素子
のそれぞれで検出された第１信号強度の平均値であり、第２補正値は、複数の検出素子の
それぞれで検出された第２信号強度の平均値である。
【００１３】
　好ましくは、処理部は、第１補正スペクトルを格納する記憶部を含む。
　この発明の別の局面に従う光学特性測定装置は、筐体と、筐体内に配置された分光器と
、筐体内に配置され、分光器によって分光された光を受光する光検出器と、光検出器によ
る検出結果を出力する処理部とを含む。検出器は、分光器からの光の入射面より広い範囲
の検出面を有している。処理部は、分光器からの光の入射面に対応する第１検出領域で検
出された測定スペクトルと、分光器からの光の入射面とは異なる第２検出領域で検出され
た信号強度とを取得し、光検出器のノイズ特性を示す、予め用意されたパターンを、信号
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強度に基づいて補正することで第１補正スペクトルを算出し、測定スペクトルの各成分値
から信号強度に基づいて算出した補正値を減じることで第２補正スペクトルを算出し、第
２補正スペクトルの各成分値から第１補正スペクトルの対応する成分値を減じることで、
測定結果である出力スペクトルを算出する。
【００１４】
　好ましくは、処理部は、光検出器に設定可能な複数の露光時間にそれぞれ対応付けて複
数のパターンを記憶しており、ノイズスペクトルを決定する際には、光検出器に設定され
ている露光時間に対応する１つのパターンを選択する。
【００１５】
　この発明のさらに別の局面に従う光学特性測定方法は、筐体内に配置された、分光器と
、分光器によって分光された光を受光する光検出器とを含む測定装置を用意するステップ
を含む。光検出器は、分光器からの光の入射面より広い範囲の検出面を有している。光学
特性測定方法は、筐体に入射する光を遮断した状態で、分光器からの光の入射面に対応す
る第１検出領域で検出された第１スペクトルと、分光器からの光の入射面とは異なる第２
検出領域で検出された第１信号強度とを取得するステップと、第１スペクトルの各成分値
から第１信号強度に基づいて算出した第１補正値を減じることで第１補正スペクトルを算
出するステップと、遮断部を開放した状態において、第１検出領域で検出された第２スペ
クトルと、第２検出領域で検出された第２信号強度とを取得するステップと、第２スペク
トルの各成分値から第２信号強度に基づいて算出した第２補正値を減じることで第２補正
スペクトルを算出するステップと、第２補正スペクトルの各成分値から第１補正スペクト
ルの対応する成分値を減じることで、測定結果である出力スペクトルを算出するステップ
とを含む。
【００１６】
　この発明のさらに別の局面に従う光学特性測定方法は、筐体内に配置された、分光器と
、分光器によって分光された光を受光する光検出器とを含む測定装置を用意するステップ
を含む。光検出器は、分光器からの光の入射面より広い範囲の検出面を有している。光学
特性測定方法は、分光器からの光の入射面に対応する第１検出領域で検出された測定スペ
クトルと、分光器からの光の入射面とは異なる第２検出領域で検出された信号強度とを取
得するステップと、光検出器のノイズ特性を示す、予め用意されたパターンを、信号強度
に基づいて補正することで第１補正スペクトルを算出するステップと、測定スペクトルの
各成分値から信号強度に基づいて算出した補正値を減じることで第２補正スペクトルを算
出するステップと、第２補正スペクトルの各成分値から第１補正スペクトルの対応する成
分値を減じることで、測定結果である出力スペクトルを算出するステップとを含む。
【発明の効果】
【００１７】
　この発明によれば、より短時間かつ高精度にスペクトルを測定できる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】この発明の実施の形態に従う光学特性測定装置の外観図を示す図である。
【図２】この発明の実施の形態に従う測定装置の概略の機能ブロック図である。
【図３】この発明の実施の形態に従う光検出器の検出面を示す模式図である。
【図４】この発明の実施の形態に従う光学特性測定装置の光検出器から出力される検出結
果の一例を示す概念図である。
【図５】この発明の実施の形態に従う処理装置のハードウェア構成を示す概略構成図であ
る。
【図６】この発明の関連技術に係る光学特性測定装置における測定手順を示すフローチャ
ートである。
【図７】この発明の実施の形態に従う光学特性測定装置におけるダーク測定の処理手順を
示すフローチャートである。
【図８】この発明の実施の形態に従う光学特性測定装置における通常測定の処理手順を示
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すフローチャートである。
【図９】この発明の実施の形態に従う光学特性測定装置の処理装置における制御構造を示
す概略図である。
【図１０】この発明の実施の形態に従う光学特性測定装置についての迷光評価の一例を示
す図である。
【図１１】図１０に示すスペクトルの要部の拡大図を示す。
【図１２】この発明の実施の形態の変形例１に従う測定器本体の概略の機能ブロック図で
ある。
【図１３】この発明の実施の形態に従うダーク測定結果の温度依存性を示す図である。
【図１４】この発明の実施の形態に従うダークスペクトルの温度依存性を示す測定結果で
ある。
【図１５】図１４に示すダークスペクトルから得られるダークパターンを示す図である。
【図１６】この発明の実施の形態に従うダーク測定結果の露光時間依存性を示す測定結果
を示す図である。
【図１７】この発明の実施の形態に従うダーク測定結果の露光時間依存性を示す別の測定
結果を示す図である。
【図１８】この発明の実施の形態の変形例１に従う光学特性測定装置による測定例を示す
図である。
【図１９】この発明の実施の形態の変形例１に従う光学特性測定装置の処理装置における
制御構造を示す概略図である。
【図２０】この発明の実施の形態の変形例１に従う光学特性測定装置における測定手順を
示すフローチャートである。
【図２１】この発明の実施の形態の変形例２に従う光学特性測定装置の処理装置における
制御構造の要部を示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　この発明の実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、図中の同
一または相当部分については、同一符号を付してその説明は繰返さない。
【００２０】
　＜装置全体構成＞
　図１は、この発明の実施の形態に従う光学特性測定装置１の外観図を示す図である。
【００２１】
　図１を参照して、この発明の実施の形態に従う光学特性測定装置１は、各種の発光体（
以下、「対象物」とも称す。）のスペクトルを測定する。さらに、光学特性測定装置１は
、この測定したスペクトルに基づいて、対象物の明るさや色合いといった光学特性を算出
するようにしてもよい。なお、明るさとは、対象物の輝度や光度などを意味し、色合いと
は、対象物の色度座標、主波長、刺激純度、および相関色温度などを意味する。本実施の
形態に従う光学特性測定装置１は、発光ダイオード（ＬＥＤ：Light Emitting Diode）や
フラットパネルディスプレイ（ＦＰＤ：Flat Panel Display）などの測定に適用できる。
【００２２】
　光学特性測定装置１は、測定器本体２と処理装置１００とを含む。測定器本体２には、
光ファイバ４を介して、光取出部６が接続されている。光取出部６によって取り入れられ
た対象物から放射された光（以下「測定光」とも称す。）は、光ファイバ４を介して測定
器本体２へ導かれる。
【００２３】
　測定器本体２は、後述するように、対象物から測定器本体２に入射する測定光を分光し
、それに含まれる各波長成分の強度に応じた検出結果（信号強度）を処理装置１００へ出
力する。後述するように、測定器本体２は、その内部に、測定光を分光する分光器と、分
光器によって分光された光を受光する光検出器とを含んでいる。特に、本実施の形態に従
う光検出器は、分光器からの光の入射面より広い範囲の検出面を有している。また、処理
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装置１００は、光検出器による検出結果を補正した上で出力する。より具体的には、処理
装置１００は、光検出器の検出面のうち、分光器からの光の入射面に対応する検出領域で
検出されるスペクトルと、分光器からの光の入射面とは異なる検出領域で検出される信号
強度とを独立して同時取得する。そして、処理装置１００は、スペクトルの各成分値から
信号強度に基づいて算出した補正値を減じることで、迷光に起因する誤差成分および光検
出器に流れる暗電流によるオフセット成分を除去する。このような処理を行なうことで、
対象物からの測定光のスペクトルをより短時間かつ高精度に測定することができる。
【００２４】
　＜測定器本体の構成＞
　図２は、この発明の実施の形態に従う測定器本体２の概略の機能ブロック図である。図
２を参照して、測定器本体２は、シャッター２１と、スリット２２と、カットフィルタ２
３と、分光器２４と、光検出器２５とを含む。これらの構成要素は、筐体２６内に収納さ
れる。筐体２６の一部には、光取入口２０が形成されている。光取入口２０は、光ファイ
バ４と接続される。光ファイバ４によって導かれた測定光は、筐体２６内に入射し、所定
の光軸Ａｘに沿って伝搬する。光取入口２０の側から順に、この光軸Ａｘに沿って、シャ
ッター２１、スリット２２、カットフィルタ２３、および分光器２４が配置される。すな
わち、測定光は、スリット２２およびカットフィルタ２３を通過した後に分光器２４に入
射する。
【００２５】
　シャッター２１は、筐体２６の外部から筐体２６内に入射する光を遮断する。すなわち
、シャッター２１は、光検出器２５による検出結果の校正基準となるスペクトル（いわゆ
る、「ダークスペクトル」）を取得するために、筐体２６内に光が入射しない状態をつく
る。一例として、シャッター２１は、光軸Ａｘに対して垂直方向に変位できるように構成
されている。これにより、シャッター２１が光軸Ａｘ上に存在する場合（以下、「クロー
ズ位置」とも称す。）には、筐体２６内へ入射する光は遮断される。なお、筐体２６内へ
入射する光を遮断した状態で、光検出器２５で検出されるダークスペクトルを測定する操
作を、「ダーク測定」とも称す。一方、この「ダーク測定」と区別するために、通常の対
象物についてのスペクトルを測定する操作を「通常測定」とも称す。
【００２６】
　一方、シャッター２１が光軸Ａｘから離れた位置に位置する場合（以下、「オープン位
置」とも称す。）には、測定光は、筐体２６内に取込まれる。なお、図２には、シャッタ
ー２１を筐体２６内に設ける構成について例示したが、筐体２６の外部に設けてもよい。
また、測定光を遮断する機構については、いずれの種類の構成を採用してもよい。
【００２７】
　スリット２２は、所定の検出分解能を実現するために、測定光の光束径（大きさ）を調
整する。一例として、スリット２２の各スリット幅は０．２ｍｍ～０．０５ｍｍ程度に設
定される。そして、スリット２２を通過後の測定光は、カットフィルタ２３へ入射する。
なお、カットフィルタ２３は、スリット２２を通過後の測定光のフォーカス位置とほぼ一
致する位置に配置される。
【００２８】
　カットフィルタ２３は、筐体２６に取込まれた測定光が分光器２４に入射する光路であ
る光軸Ａｘ上に配置される。カットフィルタ２３は、この測定光に含まれる成分波長のう
ち、所定の遮断波長αより短い波長の光を遮断する。すなわち、カットフィルタ２３は、
所定の遮断波長αより長い波長をもつ光のみを透過させる。後述するように、この遮断波
長αは、分光器２４の分光特性の下限値（波長ｆｍｉｎ）と一致させることが好ましい。
【００２９】
　分光器２４は、光軸Ａｘ上に配置され、光軸Ａｘ上に沿って入射する測定光を成分波長
に分光する。分光器２４が分光することで生じる光は、光検出器２５へ導かれる。分光器
２４は、一例として、ブレーズドホログラフィック型と呼ばれる凹面回折格子（グレーテ
ィング）からなる。この凹面回折格子は、入射する測定光を所定の波長間隔の回折光とし
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て、対応する方向に反射する。そのため、分光器２４で分光された光（回折光）は、空間
的な広がりをもって、光検出器２５へ向けて放射される。
【００３０】
　なお、分光器２４としては、上述したブレーズドホログラフィック型の凹面回折格子に
代えて、フラットフォーカス型の凹面回折格子といった任意の回折格子を採用することが
できる。
【００３１】
　光検出器２５は、分光器２４によって分光された測定光（回折光）を受光する。そして
、光検出器２５は、受光した測定光に含まれる各成分波長の強度を検出する。この光検出
器２５によって検出された強度は、各成分波長に対応付けられている。そのため、光検出
器２５からの検出信号は、測定光のスペクトルに相当する。光検出器２５は、代表的にフ
ォトダイオードなどの複数の検出素子を、アレイ状に配置したフォトダイオードアレイ（
ＰＤＡ：Photo Diode Array）からなる。あるいは、フォトダイオードなどの複数の検出
素子を、マトリックス状に配置されたＣＣＤ（Charged Coupled Device）であってもよい
。一例として、光検出器２５は、３８０ｎｍ～９８０ｎｍの範囲で５１２個（チャンネル
）の成分波長の強度を示す信号を出力可能に構成される。また、光検出器２５は、検出さ
れた光強度の信号をデジタル信号として出力するためのＡ／Ｄ（Analog to Digital）変
換器や周辺回路を含む。
【００３２】
　＜補正処理の概要＞
　以下、図１、図３および図４を参照して、本実施の形態に従う光学特性測定装置１にお
ける補正処理について説明する。光検出器２５からの検出結果は、（１）測定光の測定す
べきスペクトル、（２）筐体内部で発生する迷光に起因する誤差成分、（３）光検出器２
５に流れる暗電流によるオフセット成分、および、（４）その他の誤差成分、を含む。
【００３３】
　迷光とは、筐体２６内部で乱反射した光、分光器２４表面で拡散反射した光、および分
光器２４で生じた測定次数以外の次数をもつ光を総称するものである。
【００３４】
　また、光検出器２５は、ＣＣＤなどの半導体デバイスからなり、このような半導体デバ
イスを駆動する際には暗電流が流れる。この暗電流によって、光検出器２５からの検出結
果には、オフセット成分が生じ得る。また、この暗電流の大きさは、周囲温度の影響を受
けやすく、測定環境に起因して時間的に変動し得る。
【００３５】
　そこで、本実施の形態に従う光学特性測定装置１では、光検出器２５の検出面に、分光
器２４からの回折光が入射する領域と、当該回折光が入射しない領域とを設ける。そして
、処理装置１００が、回折光が入射する領域で検出された検出結果を、回折光が入射しな
い領域で検出された検出結果を用いて補正する。すなわち、通常測定の実行毎に、このよ
うな補正を行なうことで、迷光による影響および暗電流によるオフセット成分を動的に補
正することができる。そのため、迷光による影響および／または暗電流によるオフセット
成分が時間的に変動した場合であっても、有効に補正できる。
【００３６】
　図３は、この発明の実施の形態に従う光検出器２５の検出面を示す模式図である。図３
を参照して、光検出器２５（図２）は、入射する測定光のうち、波長ｆｍｉｎから波長ｆ

ｍａｘの範囲の成分波長を分光器２４に導くように光学設計されているものとする。
【００３７】
　ここで、カットフィルタ２３の遮断波長αは、波長ｆｍｉｎと一致するように設定され
ているものとする。この場合、波長ｆｍｉｎ（遮断波長α）より短い成分波長は、分光器
２４に入射しないことになる。そのため、光検出器２５においても、波長ｆｍｉｎ（遮断
波長α）より短い成分波長は入射しない。
【００３８】
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　そこで、光検出器２５の検出面のうち、波長ｆｍｉｎから波長ｆｍａｘの範囲（以下、
「測定波長域」とも称す。）に対応する領域を検出領域２５ａに設定する。すなわち、検
出領域２５ａは、分光器２４からの光の入射面に対応する領域である。また、検出領域２
５ａに引き続く短波長側に所定範囲（以下、「補正波長域」とも称す。）の補正領域２５
ｂに設定する。なお、波長ｆｍｉｎより短波長側の全範囲を補正領域２５ｂに設定しても
よいが、測定光の影響を避けるためには、検出領域２５ａと補正領域２５ｂとの間を所定
の波長幅だけ離すことが好ましい。
【００３９】
　再度図１を参照して、筐体２６の内部で発生する迷光は、一様に拡散しているとみなす
ことができる。そのため、光検出器２５の検出面に入射する迷光は、ほぼ均一と見なすこ
とができる。すなわち、検出領域２５ａおよび補正領域２５ｂを構成する複数の検出素子
の各々に入射する迷光の強度は、互いにほぼ同一である。
【００４０】
　また、検出領域２５ａおよび補正領域２５ｂは、共通の光検出器２５上に設けられる。
そのため、検出領域２５ａおよび補正領域２５ｂによる検出結果に含まれる暗電流による
オフセット成分についても、ほぼ一様とみなすことができる。
【００４１】
　以上のような考察によれば、光検出器２５からは、図４に示すような検出結果が出力さ
れる。
【００４２】
　図４は、この発明の実施の形態に従う光学特性測定装置１の光検出器２５から出力され
る検出結果の一例を示す概念図である。
【００４３】
　図４を参照して、光検出器２５から出力される検出結果は、迷光に起因する誤差成分４
０を含む。この誤差成分４０は、検出可能な波長範囲に亘って一様の信号強度をもつとみ
なすことができる。また、検出結果は、光検出器２５に含まれる複数の検出素子を流れる
暗電流によるオフセット成分５０を含む。このオフセット成分５０は、周囲温度に依存す
るとともに、時間的にも変動する。
【００４４】
　また、測定波長域では、測定光のスペクトルに応じた信号強度が現れる。一方、補正波
長域では、測定光に応じた信号強度は現れない。
【００４５】
　そのため、検出領域２５ａ（図３）で検出された測定スペクトルの各成分値から補正領
域２５ｂ（図３）で検出された信号強度に基づいて算出される補正値を減じることで、迷
光に起因する誤差成分および暗電流によるオフセット成分を取り除くことができる。その
結果、測定光の本来のスペクトルを取得することができる。なお、複数の検出素子を含む
ように補正領域２５ｂを設定することが好ましく、この場合には、複数の信号強度が検出
できる。そこで、補正値としては、それぞれの検出素子で検出された信号強度の代表値（
典型的には、平均値あるいは中間値）を用いることが好ましい。
【００４６】
　また、本実施の形態に従う光学特性測定装置では、筐体２６内に光が入射しない状態に
おいて光検出器２５で検出されるダークスペクトルに対しても、上述したように、迷光に
起因する誤差成分および暗電流によるオフセットを取り除く補正をした上で、基準値とし
て格納する。この基準値として格納する補正後のダークスペクトルは、（１）測定光の測
定値、（２）筐体内部で発生する迷光に起因する誤差成分、および（３）光検出器２５に
流れる暗電流によるオフセット成分を含まない。すなわち、この補正後のダークスペクト
ルは、検出素子のバラツキなどの各装置固有の誤差要因を反映したものとなる。
【００４７】
　したがって、各測定において、光検出器２５で検出された測定スペクトルから、補正領
域２５ｂ（図３）で検出された信号強度、および補正後のダークスペクトルをそれぞれ減
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じることで、測定光のスペクトルを高精度に測定することができる。また、毎回の通常測
定においては、迷光による誤差成分および／または暗電流によるオフセット成分を測定す
るためだけに、シャッター２１を開閉する必要がないので、測定に要する時間を短縮する
ことができる。
【００４８】
　＜処理装置の構成＞
　再度図１を参照して、処理装置１００は、代表的にコンピュータによって構成される。
より具体的には、処理装置１００は、ＦＤ（Flexible Disk）駆動装置１１１およびＣＤ
－ＲＯＭ（Compact Disk-Read Only Memory)駆動装置１１３を搭載するコンピュータ本体
１０１と、モニタ１０２と、キーボード１０３と、マウス１０４とからなる。そして、コ
ンピュータ本体１０１が予め格納されたプログラムを実行することで、上述した補正処理
を提供する。
【００４９】
　図５は、この発明の実施の形態に従う処理装置１００のハードウェア構成を示す概略構
成図である。図５を参照して、コンピュータ本体１０１は、図１に示すＦＤ駆動装置１１
１およびＣＤ－ＲＯＭ駆動装置１１３に加えて、相互にバスで接続された、ＣＰＵ（Cent
ral Processing Unit）１０５と、メモリ１０６と、固定ディスク１０７と、通信インタ
ーフェイス部（Ｉ／Ｆ）１０９とを含む。
【００５０】
　ＦＤ駆動装置１１１にはＦＤ１１２が装着可能であり、ＣＤ－ＲＯＭ駆動装置１１３に
はＣＤ－ＲＯＭ１１４が装着可能である。本実施の形態に従う処理装置１００は、ＣＰＵ
１０５がメモリ１０６などのコンピュータハードウェアを用いて、プログラムを実行する
ことで実現される。一般的に、このようなプログラムは、ＦＤ１１２やＣＤ－ＲＯＭ１１
４などの記録媒体に格納されて、あるいはネットワークなどを介して流通する。そして、
このようなプログラムは、ＦＤ駆動装置１１１やＣＤ－ＲＯＭ駆動装置１１３などにより
記録媒体から読取られて、記憶装置である固定ディスク１０７に一旦格納される。さらに
、固定ディスク１０７からメモリ１０６に読出されて、ＣＰＵ１０５により実行される。
【００５１】
　ＣＰＵ１０５は、プログラムされた命令を順次実行することで、各種の演算を実施する
演算処理部である。メモリ１０６は、ＣＰＵ１０５でのプログラム実行に応じて、各種の
情報を一時的に記憶する。
【００５２】
　通信インターフェイス部１０９は、コンピュータ本体１０１と測定器本体２（図１）と
の間のデータ通信を仲介するための装置であり、測定器本体２から送信された測定データ
を示す電気信号を受信してＣＰＵ１０５が処理可能なデータ形式に変換するとともに、Ｃ
ＰＵ１０５が出力した指令などを電気信号に変換して測定器本体２へ送出する。
【００５３】
　コンピュータ本体１０１に接続されるモニタ１０２は、ＣＰＵ１０５によって算出され
る対象物の明るさや色合いなどの算出結果を表示するための表示装置であって、一例とし
てＬＣＤ（Liquid Crystal Display）やＣＲＴ（Cathode Ray Tube）などから構成される
。
【００５４】
　マウス１０４は、クリックやスライドなどの動作に応じたユーザからの指令を受付ける
。キーボード１０３は、入力されるキーに応じたユーザからの指令を受付ける。
【００５５】
　また、コンピュータ本体１０１には、必要に応じて、プリンタなどの他の出力装置が接
続されてもよい。
【００５６】
　＜測定手順＞
　本実施の形態に従う光学特性測定装置１における補正処理についての理解をより容易に



(10) JP 5150939 B2 2013.2.27

10

20

30

40

50

するために、まず、本発明の関連技術に係る測定手順について説明する。
【００５７】
　（１．関連技術に係る処理手順）
　図６は、この発明の関連技術に係る光学特性測定装置における測定手順を示すフローチ
ャートである。なお、図６では、通常測定毎にダーク測定を実行する場合の処理手順を示
す。
【００５８】
　図６を参照して、処理装置は、測定開始指令を与えられたか否かを判断する（ステップ
Ｓ３００）。測定開始指令が与えられていない場合（ステップＳ３００においてＮＯの場
合）には、測定開始指令が与えられるまで待つ。なお、測定開始指令が与えられる前に、
対象物から放射される光が光取出部に取り込まれるように、対象物および／または光取出
部の位置合わせが実行される。
【００５９】
　一方、測定開始指令が与えられた場合（ステップＳ３００においてＹＥＳの場合）には
、まず、ステップＳ３０２およびステップＳ３０４に示すダーク測定が実行される。具体
的には、処理装置がシャッターをクローズ位置に駆動する（ステップＳ３０２）。すなわ
ち、筐体内への光の入射が遮断された状態が形成される。続いて、処理装置は、光検出器
により検出されたスペクトルをダークスペクトルとして取得する（ステップＳ３０４）。
【００６０】
　続いて、ステップＳ３０６～Ｓ３１０に示す通常測定が実行される。具体的には、処理
装置がシャッターをオープン位置に駆動する（ステップＳ３０６）。すなわち、測定光が
筐体内へ取り込まれる。続いて、処理装置は、光検出器により検出されたスペクトルを測
定スペクトルとして取得する（ステップＳ３０８）。さらに、処理装置は、ステップＳ３
０８において取得した測定スペクトルの各成分値からステップＳ３０４において取得した
ダークスペクトルの対応する成分値を減じることで、出力スペクトルを算出する（ステッ
プＳ３１０）。この出力スペクトルが検出結果として出力される。
【００６１】
　その後、測定中止指令が与えられたか否かを判断する（ステップＳ３１２）。測定中止
指令が与えられていない場合（ステップＳ３１２においてＮＯの場合）には、処理はステ
ップＳ３００に戻る。
【００６２】
　一方、測定中止指令が与えられた場合（ステップＳ３１２においてＹＥＳの場合）には
、処理は終了する。
【００６３】
　（２．本実施の形態に従う処理手順）
　本実施の形態に従う光学特性測定装置１では、一連の通常測定に先立って、ダーク測定
が実行される。そのダーク測定の実行後、対象物についての通常測定が実行される。以下
、図７および図８を参照して、その処理手順について説明する。
【００６４】
　図７は、この発明の実施の形態に従う光学特性測定装置１におけるダーク測定の処理手
順を示すフローチャートである。図８は、この発明の実施の形態に従う光学特性測定装置
１における通常測定の処理手順を示すフローチャートである。
【００６５】
　図７を参照して、処理装置１００は、ダーク測定開始指令を与えられたか否かを判断す
る（ステップＳ１００）。ダーク測定開始指令が与えられていない場合（ステップＳ１０
０においてＮＯの場合）には、ダーク測定開始指令が与えられるまで待つ。
【００６６】
　一方、ダーク測定開始指令が与えられた場合（ステップＳ１００においてＹＥＳの場合
）には、処理装置１００は、シャッター２１をクローズ位置に駆動する（ステップＳ１０
２）。すなわち、筐体２６内への光の入射が遮断された状態が形成される。続いて、処理
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装置１００は、光検出器２５の検出領域２５ａで検出されたスペクトル（ダークスペクト
ル）と、光検出器２５の補正領域２５ｂで検出された信号強度とを取得する（ステップＳ
１０４）。続いて、処理装置１００は、補正領域２５ｂで検出された信号強度に基づいて
、補正値を算出する（ステップＳ１０６）。より具体的には、補正領域２５ｂで検出され
た複数の信号強度の平均値が補正値として算出される。
【００６７】
　さらに、処理装置１００は、ステップＳ１０４において取得された検出領域２５ａで検
出されたダークスペクトルに含まれる各成分値（信号強度）から、ステップＳ１０６にお
いて算出した補正値を（一律に）減じることで補正ダークスペクトルを算出する（ステッ
プＳ１０８）。すなわち、処理装置１００は、補正領域２５ｂで検出された信号強度に基
づいて算出される補正値で、ダークスペクトルを補正することで補正ダークスペクトルを
算出する。さらに、処理装置１００は、ステップＳ１０８において算出した補正ダークス
ペクトルを格納する（ステップＳ１１０）。
【００６８】
　その後、処理装置１００は、シャッター２１をオープン位置に駆動する（ステップＳ１
１２）。これにより、光学特性測定装置１は測定状態になる。そして、ダーク測定は終了
する。
【００６９】
　次に、図８を参照して、処理装置１００は、測定開始指令を与えられたか否かを判断す
る（ステップＳ２００）。測定開始指令が与えられていない場合（ステップＳ２００にお
いてＮＯの場合）には、測定開始指令が与えられるまで待つ。なお、測定開始指令が与え
られる前に、対象物から放射される光が光取出部６に取り込まれるように、対象物および
／または光取出部６の位置合わせが実行される。
【００７０】
　一方、測定開始指令が与えられた場合（ステップＳ２００においてＹＥＳの場合）には
、処理装置１００は、光検出器２５の検出領域２５ａで検出された測定スペクトルと、光
検出器２５の補正領域２５ｂで検出された信号強度とを取得する（ステップＳ２０２）。
なお、先に実行されたダーク測定の実行後において、シャッター２１がオープン位置に駆
動されるので、光学特性測定装置１は、遮断部に相当するシャッター２１を開放した測定
状態となっている。
【００７１】
　続いて、処理装置１００は、補正領域２５ｂで検出された信号強度に基づいて、補正値
を算出する（ステップＳ２０４）。より具体的には、補正領域２５ｂで検出された複数の
信号強度の平均値が補正値として算出される。
【００７２】
　さらに、処理装置１００は、ステップＳ２０２において取得された検出領域２５ａで検
出された測定スペクトルに含まれる各成分値（信号強度）から、ステップＳ２０４におい
て算出した補正値を（一律に）減じることで補正測定スペクトルを算出する（ステップＳ
２０６）。すなわち、処理装置１００は、補正領域２５ｂで検出された信号強度に基づい
て算出される補正値で、測定スペクトルを補正することで補正測定スペクトルを算出する
。さらに、処理装置１００は、ステップＳ２０６において算出した補正測定スペクトルの
各成分値から、先に実行したダーク測定（ステップＳ１０８）において算出した補正ダー
クスペクトルの対応する成分値を減じることで、出力スペクトルを算出する（ステップＳ
２０８）。この出力スペクトルが検出結果として出力される。
【００７３】
　その後、測定中止指令が与えられたか否かを判断する（ステップＳ２１０）。測定中止
指令が与えられていない場合（ステップＳ２１０においてＮＯの場合）には、処理はステ
ップＳ２００に戻る。
【００７４】
　一方、測定中止指令が与えられた場合（ステップＳ２１０においてＹＥＳの場合）には
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、処理は終了する。
【００７５】
　以上のように、本実施の形態に従う光学特性測定装置１においては、各通常測定におい
てダーク測定を行なう必要がない。そのため、通常測定に要する時間を短縮することがで
きる。
【００７６】
　＜制御構造＞
　図９は、この発明の実施の形態に従う光学特性測定装置１の処理装置１００における制
御構造を示す概略図である。
【００７７】
　図９を参照して、本実施の形態に従う処理装置１００は、バッファ２０２，２１２，２
２０，２４０と、補正値算出部２０４と、セレクタ２１４，２１８，２２２，２２６，２
３２と、減算部２１６，２２４と、メモリ２３０とを含む。なお、図９には、一例として
、測定波長域に対応する検出領域２５ａ（図３）がＮ個の検出素子を有し、測定波長域に
対応する補正領域２５ｂが４個の検出素子を有する場合に対応する制御構造を示す。
【００７８】
　光検出器２５の検出領域２５ａで検出された値（各波長の信号強度）は、バッファ２１
２に一時的に格納される。また、光検出器２５の補正領域２５ｂで検出された値（信号強
度）は、バッファ２０２に一時的に格納される。バッファ２１２は、検出領域２５ａに含
まれる検出素子の数に対応して、少なくとも区画されたＮ個の領域（１ｃｈ，２ｃｈ，…
，Ｎｃｈ）をもつ。また、バッファ２１２は、補正領域２５ｂに含まれる検出素子の数に
対応して、少なくとも区画された４個の領域（Ａｃｈ，Ｂｃｈ，Ｃｃｈ，Ｄｃｈ）をもつ
。なお、バッファ２０２および２１２に格納されるデータは、光検出器２５の検出周期（
たとえば、数ｍｓｅｃ～数１０ｍｓｅｃ）で順次更新される。また、チャンネル（ｃｈ）
は、光検出器２５で検出される波長に対応付けられている。
【００７９】
　補正値算出部２０４は、バッファ２０２に格納される補正領域２５ｂで検出された信号
強度に基づいて、補正値ΔＭを算出する。具体的には、補正値算出部２０４は、バッファ
２０２に格納されている４個の信号強度の平均値（もしくは、中間値）を補正値ΔＭとし
て算出する。
【００８０】
　セレクタ２１４および減算部２１６は、検出領域２５ａで検出されたダークスペクトル
もしくは測定スペクトルの各成分値から補正値ΔＭを減じる。より具体的には、セレクタ
２１４は、クロック信号ＣＬＯＣＫに従って、バッファ２１２に格納されている各波長（
チャンネル）の信号強度を順次読出して、減算部２１６へ出力する。減算部２１６は、セ
レクタ２１４から入力される信号強度から補正値ΔＭを減じて、その結果をセレクタ２１
８へ出力する。したがって、減算部２１６からは、バッファ２１２に格納される各波長の
信号強度に対して、補正値ΔＭが減じられた結果が出力される。
【００８１】
　セレクタ２１８は、光学特性測定装置１の状態（ダーク測定あるいは通常測定）および
シャッター２１の開閉状態などに応じて、取得されたスペクトルがダークスペクトルであ
るか、あるいは測定スペクトルであるかを判断する。そして、セレクタ２１８は、セレク
タ２１４と共通のクロック信号ＣＬＯＣＫに従って、減算部２１６から出力される結果値
をバッファ２２０およびメモリ２３０のいずれか一方に順次格納する。
【００８２】
　バッファ２２０は、補正測定スペクトルを一時的に格納し、メモリ２３０は、補正ダー
クスペクトルを不揮発的に格納する。なお、補正ダークスペクトルは、ダーク測定の完了
後、新たなダーク測定が実行されるまでの間、通常測定において繰り返し用いられるので
、不揮発的に格納されることが好ましい。
【００８３】
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　すなわち、ダーク測定時には、バッファ２１２にダークスペクトルを示す各波長の信号
強度が格納される。この場合には、セレクタ２１８は、減算部２１６によって一律に補正
値ΔＭを減じることで得られる結果を、メモリ２３０に順次格納する。一方、通常測定時
には、バッファ２１２に測定スペクトルを示す各波長の信号強度が格納される。この場合
には、セレクタ２１８は、減算部２１６によって一律に補正値ΔＭを減じることで得られ
る結果を、バッファ２２０に順次格納する。すなわち、バッファ２１２に格納されるスペ
クトルの各波長の信号強度をＡ（ｉ）｛但し、１≦ｉ≦ｎ｝とすると、バッファ２２０ま
たは２３０に格納される補正後のスペクトルＢ（ｉ）は、以下のように表わすことができ
る。
【００８４】
　　Ｂ（ｉ）＝Ａ（ｉ）－ΔＭ｛但し、１≦ｉ≦ｎ｝
　また、セレクタ２１４とセレクタ２１８とは、クロック信号ＣＬＯＣＫに従って同期す
る。そのため、たとえば、バッファ２１２の１ｃｈから読出された信号強度は、バッファ
２２０の１ｃｈまたはメモリ２３０の１ｃｈに格納される。
【００８５】
　セレクタ２２２，２２６，２３２および減算部２２４は、補正測定スペクトルの各成分
値から補正ダークスペクトルの対応する成分値を減じて出力スペクトルを算出する。より
具体的には、セレクタ２２２は、クロック信号ＣＬＯＣＫに従って、バッファ２２０に格
納されている補正測定スペクトルの各波長（チャンネル）の信号強度を順次読出して、減
算部２２４へ出力する。同様に、セレクタ２３２は、セレクタ２２２と共通のクロック信
号ＣＬＯＣＫに従って、メモリ２３０に格納されている補正ダークスペクトルの各波長（
チャンネル）の信号強度を順次読出して、減算部２２４へ出力する。減算部２２４は、セ
レクタ２２２から入力される信号強度から、セレクタ２３２から入力される信号強度を減
じて、その結果をセレクタ２２６へ出力する。また、セレクタ２２２とセレクタ２３２と
は、クロック信号ＣＬＯＣＫに従って同期する。
【００８６】
　セレクタ２２６は、セレクタ２２２および２３２と共通のクロック信号ＣＬＯＣＫに従
って、減算部２２４から出力される結果値をバッファ２４０に順次格納する。
【００８７】
　したがって、バッファ２４０には、補正測定スペクトルの各成分値から補正ダークスペ
クトルの対応する成分値を減じた結果が格納される。すなわち、バッファ２２０に格納さ
れる補正測定スペクトルの各波長の信号強度をＳ（ｉ）｛但し、１≦ｉ≦ｎ｝とし、メモ
リ２３０に格納される補正ダークスペクトルの各波長の信号強度をＤ（ｉ）｛但し、１≦
ｉ≦ｎ｝とすると、バッファ２４０に格納される出力スペクトルＭ（ｉ）は、以下のよう
に表わすことができる。
【００８８】
　　Ｍ（ｉ）＝Ｓ（ｉ）－Ｄ（ｉ）｛但し、１≦ｉ≦ｎ｝
　そして、このバッファ２４０に格納される出力スペクトルが測定結果として出力される
。
【００８９】
　図９に示す制御構造は、典型的に、ＣＰＵ１０５（図５）が、固定ディスク１０７（図
５）などに格納されているプログラムをメモリ１０６（図５）に展開して実行することで
提供される。なお、図９に示す制御構造の一部もしくは全部をハードウェアによって提供
してもよい。
【００９０】
　また、図９には、波長毎の信号強度について、直列的に演算処理を採用した構成につい
て例示したが、スペクトル同士を一括して減算するといった並行的な演算処理を採用して
もよい。さらに、上述のような算術演算処理が実現できるのであれば、いずれの演算処理
を採用してもよい。
【００９１】



(14) JP 5150939 B2 2013.2.27

10

20

30

40

　＜測定例＞
　上述した本実施の形態に従う光学特性測定装置１の迷光などに起因する誤差に対する低
減効果について、実際に測定した結果の一例を以下に示す。
【００９２】
　迷光の影響を評価する方法として、日本工業規格ＪＩＳ　Ｚ８７２４：１９９７「色の
測定方法－光源色」には、分光測光器の「迷光」の性能の条件が規定されている。このＪ
ＩＳ規格に従って、本実施の形態に従う補正処理に係る迷光による誤差の排除性能につい
て評価を行った。また、比較対象として、本実施の形態に従う補正処理を適用しなかった
場合の測定結果についても示す。なお、補正処理を適用しない場合であっても、上述の図
６に示す測定手順と同様に、光検出器２５の検出値から暗電流によるオフセット成分を除
く補正処理は実行した。
【００９３】
　上記ＪＩＳ規格においては、測定光の光源としてタングステン電球を用いて迷光を評価
することが規定されている。その具体的な手順としては、まず、タングステン電球から放
射された光を入射した場合における光検出器からの出力（レファレンス値）を取得する。
次に、透過限界波長がそれぞれ、５００±５（ｎｍ），５６０±５（ｎｍ），６６０±５
（ｎｍ）であるシャープカットフィルタを、タングステン電流から放射された光の入射光
路に挿入した場合に光検出器からの出力をそれぞれ取得する。なお、評価される出力は、
それぞれ、４５０（ｎｍ），５００（ｎｍ），６００（ｎｍ）における値である。最終的
に、それぞれの出力のレファレンス値に対する比率を、迷光を評価する値（迷光率）とし
て算出する。
【００９４】
　なお、本測定例においては、透過限界波長がそれぞれ、４９５（ｎｍ），５５０（ｎｍ
），６６５（ｎｍ）の３つのシャープカットフィルタを用いて評価した。
【００９５】
　図１０は、この発明の実施の形態に従う光学特性測定装置１についての迷光評価の一例
を示す図である。図１１は、図１０に示すスペクトルの部分的な拡大図を示す。
【００９６】
　図１０には、何らのカットフィルタも挿入していない状態（レファレンス）と、それぞ
れのシャープカットフィルタを挿入した状態とについての測定例を示す。図１０に示すよ
うに、それぞれシャープカットフィルタを挿入することで、対応する透過限界波長より短
い波長が遮断されていることがわかる。
【００９７】
　図１１（ａ）には、透過限界波長が４９５（ｎｍ）であるシャープカットフィルタを挿
入した場合において、補正処理の有無による、４５０（ｎｍ）近傍の信号強度の違いを示
す。また、図１１（ｂ）には、透過限界波長が５５０（ｎｍ）であるシャープカットフィ
ルタを挿入した場合において、補正処理の有無による、５５０（ｎｍ）近傍の信号強度の
違いを示す。また、図１１（ｃ）には、透過限界波長が６６５（ｎｍ）であるシャープカ
ットフィルタを挿入した場合において、補正処理の有無による、６００（ｎｍ）近傍の信
号強度の違いを示す。
【００９８】
　いずれに示す例においても、本実施の形態に従う補正処理を適用することで、出力がゼ
ロ値に近づいていることが分かる。
【００９９】
　以上のような結果をまとめると、以下に示す表のようになる。なお、表中における「低
減率」は、補正処理を適用しない場合の迷光率に対する補正処理が適用された場合の迷光
率の大きさの比を示す。
【０１００】
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【表１】

【０１０１】
　上表に示されるように、本実施の形態に従う補正処理を適用することで、迷光率を半分
以下に低減できることがわかる。
【０１０２】
　＜本実施の形態における作用効果＞
　この発明の実施の形態によれば、光検出器２５の検出面に、分光器２４で分光された光
が入射する領域（検出領域２５ａ）と、分光器２４で分光された光が入射しない領域（補
正領域２５ｂ）が設けられる。測定時において、検出領域２５ａおよび補正領域２５ｂか
らそれぞれスペクトルおよび強度値が同時に取得される。そして、補正領域２５ｂで検出
された信号強度に基づいて補正値が算出される。さらに、検出領域２５ａで検出されたス
ペクトルの各成分値（各波長の信号強度）からこの算出された補正値が減じられることで
、補正後のスペクトルが算出される。
【０１０３】
　上述のような補正値は、筐体内部で発生する迷光に起因する誤差成分と、光検出器２５
に流れる暗電流によるオフセット成分とを反映した値となる。そのため、検出領域２５ａ
で検出されたスペクトルをこのような補正値で補正することにより、本来の測定光のスペ
クトルを正確に取得することができる。
【０１０４】
　また、この発明の実施の形態によれば、同一の光検出器２５の上に設けられた検出領域
２５ａおよび補正領域２５ｂから、それぞれスペクトルおよび強度値が同時に取得される
。そのため、筐体内部で発生する迷光に起因する誤差成分、および／または、光検出器２
５に流れる暗電流によるオフセット成分が時間的に変動する場合であっても、これらの誤
差成分を確実に取り除くことができる。すなわち、周囲温度などの環境要因による外乱に
対する誤差をより確実に取り除くことができる。
【０１０５】
　さらに、筐体内部で発生する迷光に起因する誤差成分、および／または、光検出器２５
に流れる暗電流によるオフセット成分を取得するために、ダーク測定を行なう必要がない
。そのため、測定毎にシャッターを開閉する必要がないので、測定に要する時間を短縮す
ることができる。
【０１０６】
　また、この発明の実施の形態によれば、上述のような補正を行なった後のダークスペク
トル（補正ダークスペクトル）を用いてさらに補正を行なう。そのため、測定結果として
出力されるスペクトルは、迷光に起因する誤差成分および暗電流によるオフセット成分以
外の誤差成分が取り除かれたものとなる。そのため、対象物のスペクトルをより高精度に
測定することができる。
【０１０７】
　［変形例１］
　上述の実施の形態においては、通常測定前に、ダーク測定を行なってダークスペクトル
および補正ダークスペクトルを予め取得する構成について例示した。本変形例では、この
ダーク測定を省略できる構成について例示する。
【０１０８】
　＜装置全体構成＞
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　図１２は、この発明の実施の形態の変形例１に従う測定器本体２＃の概略の機能ブロッ
ク図である。図１２に示す測定器本体２＃は、図２に示す測定器本体２からシャッター２
１を取除いたものに相当する。測定器本体２＃のその他の部位は、測定器本体２と同様で
あるので、詳細な説明は繰返さない。
【０１０９】
　＜ダークスペクトルの特性＞
　まず、光検出器２５のダークスペクトルの特性について実際に測定した結果について例
示する。
【０１１０】
　（１．温度依存性）
　図１３は、この発明の実施の形態に従うダーク測定結果の温度依存性を示す図である。
図１３に示す測定結果は、恒温層内に測定器本体を配置し、恒温層内の温度を変化させた
場合に得られた出力の時間的変化を示す。より具体的には、恒温層内の温度を当初１０℃
に設定しておき、測定開始から３０分経過後に、恒温層内の温度を２０℃に変更した。ま
た、図１３には、ダークスペクトル（補正処理無）および補正ダークスペクトル（補正処
理有）の両方の測定結果を示す。なお、光検出器２５の露光時間は２０ｓｅｃとした。ダ
ークスペクトルおよび補正ダークスペクトルのスペクトル幅は２５０～７５０ｎｍとし、
これらのスペクトルにおける５０ｎｍ毎の出力値の平均値を測定結果とした。
【０１１１】
　図１３に示すように、ダークスペクトル（補正処理無）については、周囲温度変化の影
響を受けて出力値が変動していることがわかる。これに対して、補正ダークスペクトル（
補正処理有）については、周囲温度変化の影響をほとんど受けていないことがわかる。
【０１１２】
　図１４は、この発明の実施の形態に従うダークスペクトルの温度依存性を示す測定結果
である。図１５は、図１４に示すダークスペクトルから得られるダークパターンを示す図
である。
【０１１３】
　図１４（ａ）には、周囲温度が１０℃の場合のダークスペクトルを示し、図１４（ｂ）
には、周囲温度が２０℃の場合のダークスペクトルを示し、図１４（ｃ）には、周囲温度
が３０℃の場合のダークスペクトルを示す。なお、光検出器２５の露光時間は、図１３と
同じく２０ｓｅｃとした。
【０１１４】
　図１４（ａ）～図１４（ｃ）に示すダークスペクトルを比較すると、同一の波長に対応
する振幅の絶対値が異なっていることがわかる。すなわち、ダークスペクトルは、周囲温
度によりその特性が影響を受けていることがわかる。
【０１１５】
　図１５（ａ）～図１５（ｃ）は、図１４（ａ）～図１４（ｃ）に示されるそれぞれのダ
ークスペクトルの各成分値（各波長の信号強度）を、対応するダークスペクトルの最も短
い波長の成分値（信号強度）で除算した結果を示す。すなわち、図１５（ａ）～図１５（
ｃ）は、図１４（ａ）～図１４（ｃ）のダークスペクトルを規格化した波長特性（実際の
振幅を示すダークスペクトルとは区別するために、「ダークパターン」と称す。）を示す
。
【０１１６】
　図１５（ａ）～図１５（ｃ）に示すダークパターンを比較すると、ほぼ同一の変化特性
を有していることがわかる。
【０１１７】
　上述に示す測定結果によれば、光検出器２５が出力するダークスペクトルは、周囲温度
に依存してその特性を変化させるものの、ダークパターンは、周囲温度によらずほぼ同一
の特性を示すといえる。
【０１１８】
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　（２．露光時間依存性）
　図１６は、この発明の実施の形態に従うダーク測定結果の露光時間依存性を示す測定結
果を示す図である。図１７は、この発明の実施の形態に従うダーク測定結果の露光時間依
存性を示す別の測定結果を示す図である。
【０１１９】
　図１６に示す測定結果は、光検出器２５の周囲温度を一定に維持した状態で、露光時間
を２００ｍｓｅｃおよび２０００ｍｓｅｃのそれぞれに設定した場合に得られたダークス
ペクトルを示す。
【０１２０】
　図１６に示すように、露光時間が長くなるほど、光検出器２５に入射する光エネルギー
の量が増大するため、測定されるダークスペクトルの振幅も大きくなっていることがわか
る。
【０１２１】
　次に、図１７（ａ）には、光検出器２５の露光時間が２０００ｍｓｅｃの場合のダーク
スペクトルを示し、図１７（ｂ）には、光検出器２５の露光時間が２００ｍｓｅｃの場合
のダークスペクトルを示し、図１７（ｃ）には、光検出器２５の露光時間が２０ｍｓｅｃ
の場合のダークスペクトルを示す。なお、いずれの場合についても、光検出器２５の周囲
温度は一定とした。
【０１２２】
　図１７（ａ）～図１７（ｃ）に示すダークスペクトルを比較すると、露光時間に依存し
て振幅の大きさが変動していることがわかる。なお、図１７（ｂ）および図１７（ｃ）に
示すように、相対的に露光時間が短くなると、検出される信号強度の絶対値自体が小さく
なるので、スペクトルの特性が明瞭には現れていない。
【０１２３】
　上述に示す測定結果によれば、光検出器２５が出力するダークスペクトルは、露光時間
に依存してその特性を変化させるといえる。なお、ダークスペクトルは、主として、光検
出器２５の出力に含まれる暗電流に依存するものである。そして、光検出器２５の暗電流
は、光検出器２５が活性化している期間、すなわち蓄積する電荷の量に依存する。そのた
め、原理的には、ダークスペクトルの振幅は、光検出器２５の露光時間の対数値に比例す
るといえる。
【０１２４】
　＜補正処理の概要＞
　本変形例に従う光学特性測定装置１Ａは、上述の実施の形態に従う光学特性測定装置１
と同様に、補正測定スペクトルの各成分値から補正ダークスペクトルの対応する成分値を
減じることで、出力スペクトルを算出する。
【０１２５】
　図１８は、この発明の実施の形態の変形例１に従う光学特性測定装置１Ａによる測定例
を示す図である。図１８には、約３８０ｎｍを最短波長とする測定光を対象とした場合の
測定例を示す。すなわち、測定光の最短波長より短い波長域では、迷光補正後の測定結果
（補正測定スペクトルｓｉｇｎａｌ’）はゼロとなるべきであるが、実際には、上述した
ような種々の要因によって、ゼロとはならない。そのため、補正測定スペクトルｓｉｇｎ
ａｌ’を補正ダークスペクトルｄａｒｋ’で補正することで、より本来の測定値を反映し
た結果（ｓｉｇｎａｌ’－ｄａｒｋ’）を得ることができる。
【０１２６】
　本変形例に示す光学特性測定装置は、上述のような算出処理に必要な補正ダークスペク
トルを、ダーク測定を行なうことなく動的に決定する。これにより、より短時間に通常測
定を開始することができる。
【０１２７】
　より具体的には、光検出器２５のノイズ特性を示す、補正ダークパターンを予め用意し
ておき、この補正ダークパターンに通常測定時に測定された振幅を乗じて、補正ダークス
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ペクトルを決定（推定）する。このように決定される補正ダークスペクトルは、通常測定
時の周囲温度を反映したものとなる。上述したように、補正ダークスペクトルの振幅（信
号強度）は、露光時間に応じて変動するために、本変形例においては、光検出器２５にお
いて設定可能な複数の露光時間に対応付けて、複数の補正ダークパターンを用意する構成
を採用する。すなわち、各通常測定において、光検出器２５に設定されている露光時間に
対応する１つの補正ダークパターンが選択され、この選択された補正ダークパターンに基
づいて、補正ダークスペクトルが決定される。
【０１２８】
　なお、後述するように、共通の補正ダークパターンを用意しておき、通常測定時の周囲
温度および露光時間を反映するように、補正ダークスペクトルを決定してもよい。
【０１２９】
　＜制御構造＞
　図１９は、この発明の実施の形態の変形例１に従う光学特性測定装置の処理装置１００
Ａにおける制御構造を示す概略図である。
【０１３０】
　図１９を参照して、本変形例に従う処理装置１００Ａは、図９に示す処理装置１００に
比較して、補正ダークパターン格納部２６０と、セレクタ２６２，２６８と、乗算部２６
４とをさらに加えたものに相当する。これらの部位は、上述した補正ダークスペクトルを
動的に決定する。
【０１３１】
　より具体的には、補正ダークパターン格納部２６０は、光検出器２５に設定可能な複数
の露光時間の別に、複数の補正ダークパターン２６１を記憶する。各補正ダークパターン
２６１は、検出領域２５ａに含まれる検出素子の数に対応して、少なくとも区画されたＮ
個の成分値（１ｃｈ，２ｃｈ，…，Ｎｃｈ）によって定義される。
【０１３２】
　セレクタ２６２および乗算部２６４は、協働して、補正ダークスペクトルを動的に決定
する。より具体的には、セレクタ２６２は、補正ダークパターン格納部２６０に記憶され
ている複数の補正ダークパターン２６１のうち、光検出器２５に設定されている露光時間
に対応する補正ダークパターン２６１を選択する。セレクタ２６２は、クロック信号ＣＬ
ＯＣＫに従って、選択している補正ダークパターン２６１の成分値（比率）を順次読出し
て、乗算部２６４へ出力する。
【０１３３】
　乗算部２６４は、セレクタ２６２から入力される成分値（比率）に補正値ΔＭを乗じて
、補正ダークスペクトルを算出する。すなわち、本変形例においては、周囲温度を反映す
るパラメータとして補正値ΔＭを用いる。これは、補正値ΔＭが測定光とは独立した迷光
の値を反映したものであり、この迷光の大きさがほぼ一定であるとすると、補正値ΔＭの
振幅の変動要因は、周囲温度の影響によるものとみなすことができるからである。したが
って、光検出器２５に設定されている露光時間に対応する補正ダークパターン２６１に補
正値ΔＭを乗じることで、目的の補正ダークスペクトルを決定（推定）することができる
。
【０１３４】
　本実施の形態においては、複数の補正ダークパターン２６１は、補正値ΔＭで規格化さ
れた値として予め実験的に取得される。これらの複数の補正ダークパターン２６１は、光
検出器２５に固有の値となる場合も多いと考えられる。そのため、たとえば、本変形例に
従う測定器本体２＃の完成検査時などに実際に測定することで、複数の補正ダークパター
ン２６１を決定してもよい。
【０１３５】
　すなわち、補正ダークパターン格納部２６０に格納される補正ダークパターン２６１の
各波長の成分値をＰ（ｉ）｛但し、１≦ｉ≦ｎ｝とすると、メモリ２３０に格納される補
正ダークスペクトルの各波長の信号強度Ｄ（ｉ）｛但し、１≦ｉ≦ｎ｝は、以下のように



(19) JP 5150939 B2 2013.2.27

10

20

30

40

50

表わすことができる。
【０１３６】
　　Ｄ（ｉ）＝ΔＭ×Ｐ（ｉ）｛但し、１≦ｉ≦ｎ｝
　セレクタ２６８は、セレクタ２６２と共通のクロック信号ＣＬＯＣＫに従って、乗算部
２６４から出力される補正ダークスペクトルの各成分値をメモリ２３０へ順次格納する。
【０１３７】
　以上のように、メモリ２３０に補正ダークスペクトルの各成分値が格納された後の動作
としては、上述の図９に示す処理装置１００と同様であるので、詳細な説明は繰返さない
。
【０１３８】
　＜測定手順＞
　上述したように、本変形例に従う光学特性測定装置１Ａでは、予め用意される補正ダー
クパターンを用いて、補正ダークスペクトルを算出するので、上述したようなダーク測定
を必要としない。以下、図２０を参照して、本変形例に従う測定手順について説明する。
【０１３９】
　図２０は、この発明の実施の形態の変形例１に従う光学特性測定装置１Ａにおける測定
手順を示すフローチャートである。
【０１４０】
　図２０を参照して、処理装置１００Ａは、測定開始指令を与えられたか否かを判断する
（ステップＳ４００）。測定開始指令が与えられていない場合（ステップＳ４００におい
てＮＯの場合）には、測定開始指令が与えられるまで待つ。なお、測定開始指令が与えら
れる前に、対象物から放射される光が光取出部６に取り込まれるように、対象物および／
または光取出部６の位置合わせが実行される。
【０１４１】
　一方、測定開始指令が与えられた場合（ステップＳ４００においてＹＥＳの場合）には
、処理装置１００Ａは、光検出器２５の検出領域２５ａで検出された測定スペクトルと、
光検出器２５の補正領域２５ｂで検出された信号強度とを取得する（ステップＳ４０２）
。さらに、処理装置１００Ａは、補正領域２５ｂで検出された信号強度に基づいて、補正
値を算出する（ステップＳ４０４）。より具体的には、補正領域２５ｂで検出された複数
の信号強度の平均値が補正値として算出される。
【０１４２】
　続いて、処理装置１００Ａは、ステップＳ４０２において取得された検出領域２５ａで
検出された測定スペクトルに含まれる各成分値（信号強度）から、ステップＳ４０４にお
いて算出した補正値を（一律に）減じることで補正測定スペクトルを算出する（ステップ
Ｓ４０６）。すなわち、処理装置１００Ａは、補正領域２５ｂで検出された信号強度に基
づいて算出される補正値で、測定スペクトルを補正することで補正測定スペクトルを算出
する。
【０１４３】
　並行して、処理装置１００Ａは、予め用意されている複数の補正ダークパターンのうち
、設定されている露光時間に対応する補正ダークパターンを読出す（ステップＳ４０８）
。続いて、処理装置１００Ａは、読出した補正ダークパターンの各成分値に補正値ΔＭを
乗じることで、補正ダークスペクトルを決定する（ステップＳ４１０）。
【０１４４】
　続いて、処理装置１００Ａは、ステップＳ４０６において算出した補正測定スペクトル
の各成分値から、ステップＳ４１０において算出した補正ダークスペクトルの対応する成
分値を減じることで、出力スペクトルを算出する（ステップＳ４１２）。この出力スペク
トルが検出結果として出力される。
【０１４５】
　その後、測定中止指令が与えられたか否かを判断する（ステップＳ４１４）。測定中止
指令が与えられていない場合（ステップＳ４１４においてＮＯの場合）には、処理はステ
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ップＳ４００に戻る。
【０１４６】
　一方、測定中止指令が与えられた場合（ステップＳ４１４においてＹＥＳの場合）には
、処理は終了する。
【０１４７】
　以上のように、本変形例に従う光学特性測定装置１においては、予めダーク測定を行な
う必要がない。そのため、通常測定に要する時間をより短縮することができる。
【０１４８】
　＜本実施の形態における作用効果＞
　本変形例に従う光学特性測定装置１Ａによれば、予め用意される補正ダークパターンに
基づいて、ダーク測定によって得られ得る補正ダークスペクトルが動的に決定される。そ
のため、通常測定に先だってダーク測定を行なう必要がない。この結果、測定器本体の内
部に侵入する外乱光を遮断するためのシャッターを設けなくともよい。したがって、より
測定器本体の構成を簡略化できるとともに、製造コストを低減することもできる。
【０１４９】
　［変形例２］
　上述した、この発明の実施の形態の変形例１においては、光検出器２５に設定可能な複
数の露光時間に対応付けて複数の補正ダークパターンを用意する構成について例示したが
、共通の補正ダークパターンを用意しておき、周囲温度および露光時間を反映するように
、補正ダークスペクトルを決定してもよい。以下、このような共通の補正ダークパターン
から補正ダークスペクトルを決定するための構成について例示する。
【０１５０】
　本変形例に従う測定器本体の構成は、図１２に示す変形例１に従う測定器本体と同様で
あるので、詳細な説明は繰返さない。
【０１５１】
　本変形例に従う処理装置における制御構造は、図１９に示す変形例１に従う処理装置に
おける制御構造において、補正ダークスペクトルを決定するための構成が異なるのみであ
るので、この異なる構成について以下説明する。
【０１５２】
　図２１は、この発明の実施の形態の変形例２に従う光学特性測定装置の処理装置におけ
る制御構造の要部を示す概略図である。
【０１５３】
　図２１を参照して、本変形例に従う処理装置は、共通補正ダークパターン格納部２７０
と、セレクタ２７２と、対数演算部２７４と、乗算部２７６と、セレクタ２６８と、メモ
リ２３０とを含む。
【０１５４】
　共通補正ダークパターン格納部２７０は、共通の補正ダークパターンを記憶する。この
共通の補正ダークパターンは、検出領域２５ａに含まれる検出素子の数に対応して、少な
くとも区画されたＮ個の成分値（１ｃｈ，２ｃｈ，…，Ｎｃｈ）によって定義される。
【０１５５】
　セレクタ２７２、対数演算部２７４および乗算部２７６は、協働して、補正ダークスペ
クトルを動的に決定する。補正ダークスペクトルの振幅は、光検出器２５の露光時間の対
数値に比例するので、対数演算部２７４および乗算部２７６は、共通補正ダークパターン
を露光時間の対数値で補正する。同時に、対数演算部２７４および乗算部２７６は、共通
補正ダークパターンを補正値ΔＭで補正する。これにより、共通補正ダークパターンから
、露光時間および測定時点の周囲温度を反映した補正ダークスペクトルを決定することが
できる。
【０１５６】
　より具体的には、セレクタ２７２は、共通補正ダークパターン格納部２７０に格納され
ている共通の補正ダークパターンの各成分値を順次読出して、乗算部２７６へ出力する。
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対数演算部２７４は、光検出器２５の露光時間を受けて、その対数値を出力する。乗算部
２７６は、セレクタ２７２から入力される成分値（比率）に、補正値である露光時間の対
数値および補正値ΔＭを乗じて、補正ダークスペクトルを算出する。この補正ダークスペ
クトルは、セレクタ２６８を通じて、メモリ２３０へ格納される。
【０１５７】
　メモリ２３０に補正ダークスペクトルの各成分値が格納された後の動作としては、上述
の図９に示す処理装置１００と同様であるので、詳細な説明は繰返さない。
【０１５８】
　以上のように、本変形例に従う光学特性測定装置においては、予め共通の補正ダークパ
ターンを用意するだけでよいので、複数の補正ダークパターンを用意する場合に比較して
、より構成を簡素化できる。
【０１５９】
　［変形例３］
　上述したこの発明の実施の形態の変形例１および変形例２においては、補正ダークスペ
クトルを規格化した補正ダークパターンを予め取得しておく構成について例示したが、ダ
ークスペクトルを規格化したダークパターンを予め取得しておくようにしてもよい。すな
わち、光検出器２５のノイズ特性を示すパターンとして、補正ダークパターンおよびダー
クパターンのいずれを採用してもよい。
【０１６０】
　この場合には、たとえば、上述の変形例１に従う処理装置１００Ａにおける制御構造（
図１９）において、補正ダークパターン格納部２６０に代えて、複数の露光時間の別に取
得された複数のダークパターンを記憶するダークパターン格納部が設けられる。そして、
セレクタ２６２および乗算部２６４により、ダークスペクトルが動的に決定される。
【０１６１】
　このとき、補正ダークスペクトルではなくダークスペクトルが決定されるので、ダーク
スペクトルを補正ダークスペクトルに補正するための処理がさらに実行される。典型的に
は、図１９に示す乗算部２６４の後段に、減算部２１６と同様の減算部が設けられ、この
減算部が乗算部２６４により出力されるダークスペクトルの各成分値から補正値ΔＭを減
じる。これにより、補正ダークスペクトルが得られる。以下の処理については、上述の変
形例１と同様であるので、詳細な説明は繰返さない。
【０１６２】
　同様に、上述の変形例２に従う処理装置における制御構造（図２１）において、共通補
正ダークパターン格納部２７０に代えて、共通のダークパターンを記憶する共通ダークパ
ターン格納部が設けられる。そして、セレクタ２７２、対数演算部２７４および乗算部２
７６により、ダークスペクトルが動的に決定される。さらに、決定されたダークスペクト
ルを補正ダークスペクトルに補正するための処理がさらに実行される。典型的には、図２
１に示す乗算部２７６の後段に、減算部２１６（図１９）と同様の減算部が設けられ、こ
の減算部が乗算部２７６により出力されるダークスペクトルの各成分値から補正値ΔＭを
減じる。これにより、補正ダークスペクトルが得られる。以下の処理については、上述の
変形例２と同様であるので、詳細な説明は繰返さない。
【０１６３】
　［変形例４］
　上述の実施の形態においては、測定器本体２および処理装置１００をそれぞれ独立の装
置として構成する場合について例示したが、両装置を一体化して構成してもよい。
【０１６４】
　［変形例５］
　本発明に係るプログラムは、コンピュータのオペレーティングシステム（ＯＳ）の一部
として提供されるプログラムモジュールのうち、必要なモジュールを所定の配列で所定の
タイミングで呼出して処理を実行させるものであってもよい。その場合、プログラム自体
には上記モジュールが含まれずＯＳと協働して処理が実行される。このようなモジュール
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【０１６５】
　さらに、本発明に係るプログラムは他のプログラムの一部に組込まれて提供されるもの
であってもよい。その場合にも、プログラム自体には上記他のプログラムに含まれるモジ
ュールが含まれず、他のプログラムと協働して処理が実行される。このような他のプログ
ラムに組込まれたプログラムも、本発明に係るプログラムに含まれ得る。
【０１６６】
　さらに、本発明に係るプログラムによって実現される機能の一部または全部を専用のハ
ードウェアによって構成してもよい。
【０１６７】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は、上記した説明ではなく、特許請求の範囲によって示さ
れ、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図さ
れる。
【符号の説明】
【０１６８】
　１，１Ａ　光学特性測定装置、２　測定器本体、４　光ファイバ、６　光取出部、２０
　光取入口、２１　シャッター、２２　スリット、２３　カットフィルタ、２４　分光器
、２５　光検出器、２５ａ　検出領域、２５ｂ　補正領域、２６　筐体、１００，１００
Ａ　処理装置、１０１　コンピュータ本体、１０２　モニタ、１０３　キーボード、１０
４　マウス、１０６　メモリ、１０７　固定ディスク、１０９　通信インターフェイス部
、１１１　ＦＤ駆動装置、１１３　ＣＤ－ＲＯＭ駆動装置、２０２，２１２，２２０，２
４０　バッファ、２０４　補正値算出部、２１４，２１８，２２２，２２６，２３２，２
６２　セレクタ、２１６，２２４　減算部、２３０　メモリ、２６４，２７６　乗算部、
２７０　共通補正ダークパターン格納部、２７４　対数演算部。
【図１】 【図２】

【図３】
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【図１０】 【図１１】
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【図１４】 【図１５】
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【図１８】 【図１９】
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